
障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進に向けた検討会について 

 

平成 28 年 12 月 8 日  

政 策 統 括 官  

(共生社会政策担当)決定  

 

 

１ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）

の施行に当たり、障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進に向けた検

討を行うため、障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進に向けた検討

会（以下「検討会」という。）を開催する。 

 

２ 検討会の構成は、座長及び構成員 10 人以内とし、政策統括官（共生社会政

策担当）が指名する。 

 

３ 座長は、必要があると認めるときは、関係者に検討会への出席を求めること

ができる。 

 

４ 検討会の庶務は、政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（障害者施策担

当）において処理する。 

 

５ 前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定め

る。 
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注  釈 

 

○ 本資料は、内閣府が地方公共団体を対象に行った調査の結果を取りまとめたものである

（政令指定都市以外の市区町村については、都道府県を経由して調査を実施）。 

 

○ 各数値は、いずれも平成２８年１０月１日時点の状況を示している。 

 

○ 「中核市等」とは、市区町村のうち、「中核市」、「東京都特別区」、「県庁所在地」の

少なくとも一つ以上に該当するものを示している。 

 

○ 「その他市町村」とは、「政令指定都市」及び「中核市等」のいずれにも該当しない

市町村を示している。 

 

○ 「都道府県」及び「政令指定都市」は全ての設問について、「中核市等」及び「その

他市町村」は設問１，２及び１１について調査を行っている。 
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障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に当たり、 

工夫した点と課題（主なもの） 

～ 地方公共団体へのアンケート結果（H28.10.1 現在）～ 

 

 

１．地域協議会を組織する趣旨  

  

【工夫した点】 

 ○法施行 1年前から、既存組織を活用して対応したことにより、委員等への

意識付け期間を十分に確保でき、円滑に実施できた。（市町村） 

 ○内閣府アドバイザーを活用。（中核市） 

 ○県民運動として展開する「あいサポート事業」についても所掌事項とし、

差別解消法に関する取組と連携。（都道府県） 

 ○市役所及び各事業所などで共通の相談受付様式を採用。（市町村） 
 

【課題】 

○地域協議会に期待される役割や各構成団体の具体的な役割が不明確。（都

道府県） 

○事例が集まらない中、地域協議会の役割について見通しが立てにくい。

（政令市） 

○障害者差別解消の理念が広く浸透しておらず、具体的な相談事例が見過

ごされている可能性がある。事業者のほか既存の相談機関を含め、広く周

知することが必要。（都道府県） 

 ○まだ本年度１回しか開催されておらず、具体的な課題はみえていない。（市

町村） 

 ○地域協議会が果たす機能の大部分について、市の担当課職員で機能して

いる状況であり、当面は現行体制を維持し、事例蓄積等の結果をもって再

検討。（市町村） 
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２．地域協議会の基本的な仕組み  
 

（１）地域協議会の組織 

  

【工夫した点】 

○既存のネットワーク（障害者基本法に基づく合議制機関、障害者虐待防止

法に基づく協議会、障害者総合支援法に基づく協議会、条例に基づく審議

会・協議会等や権利調整委員会等）を有効活用。（都道府県、政令市、市町村） 
 

【課題】 

○人口の少ない市の場合、地域協議会を単独で設置することは効率的でな

い。（市町村） 

○一体的運用を行っている他の機関との整合性。（都道府県、市町村） 

 

（２）構成員 

 

【工夫した点】 

（委員構成） 

 ○構成員のバランスを考慮。（都道府県） 

 ○できるだけ多くの事業者団体を構成員にした。（都道府県） 

 ○ユニバーサル団体からの参加。（都道府県） 

 ○学識経験者として、建築学科の教授を選任。（政令市） 

 ○業界団体ではなく、事業者自体を一本釣り。（政令市） 

○差別事案として発生しやすい商店や不動産事業者への対応として、商工

会議所及び不動産関係者を選任。（市町村） 
 

（障害者の参加についての配慮） 

 ○情報保障のための手話通訳の配置。（都道府県） 

○知的障害のある委員に対する事前説明やイエローカードの採用。（都道府

県、政令市） 

○当事者が会議に参加しやすいようなルールづくり（発言時に発言者が氏

名を名乗る等）。（政令市） 
 

【課題】 

 ○委員の障害種別が網羅的でない。（特別区） 

 ○交通機関、不動産事業者等の参加。（特別区、市町村） 

○学識経験者の参加。（市町村） 

○推薦を拒否した機関・団体があった。（中核市） 

○委員の障害が様々であるため、差別に関する考え方や解決に向けての捉

え方がまちまち。（市町村） 
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（３）運営方法 

  

【工夫した点】 

○管内の各圏域ごとに、地域の課題等について協議を行う「地域づくり委員

会」を置くとともに、本庁において、管内各地に支部や出先などを有する

団体等に対し、各圏域における「地域づくり委員会」への参画の理解と協

力を依頼。（都道府県） 

○必要に応じて、具体的、きめ細やかにかつ機動的に開催できるよう、子会

議（部会）を設置。（都道府県、市町村） 
 

【課題】 

○管内の各圏域における地域資源に格差があり、参画できる機関が異なる

ことから、共有できる情報や協議方法等に格差が生じる懸念がある。（都

道府県） 

○既存の協議会に機能付与したため、地域協議会として機能するか不安（開

催時期、回数等）。（特別区、市町村） 

○支援機関の長等が主に集まる会議では、具体的な取組や差別解消に係る

意見が出にくい。（市町村） 

 

 

３．都道府県単位の地域協議会と市町村単位の地域協議会  

 

【課題】 

○県の地域協議会との連携の在り方。（政令市、県庁所在市） 

 

 

４．相談及び紛争の防止等のための体制  

 

【課題】 

○具体的な相談事例が乏しい。（都道府県、政令市、市町村） 

○障害者の相談が日常生活等の多岐にわたるものであり、障害者差別解消

法の範囲に含まれるものか判断できず、事例収集の障壁となっている。

（政令市） 
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５．秘密保持  

  

【課題】 

○地域協議会は公開であるため、具体的事例を加工する必要があるが、構成

員からイメージが難しく的確な事例検討にならないとの指摘を受けてい

る。（政令市、市町村） 

○事例検討の結果に関し、情報共有や情報発信に課題がある。線引きが困難。

（中核市、市町村） 

 

 

６．その他  

 

【課題】 

○地域協議会を継続的に安定して運営するため、地域協議会の設置がほぼ

事実上の義務であることを踏まえると、国庫補助による財源の手当てが

必要。（都道府県） 

 

 

７．「設置･運営指針」及び「手引き」について、更なる充実を希望する内容等  

 

○地域協議会の役割、具体的な事務の明確化。（特別区、市町村） 

○事例集のさらなる充実（実際に活動している地域協議会の活動内容等）。

（政令市、特別区） 

○具体的事例に対応する協議方法などの例示の充実。（特別区） 

○民間事業者委員に期待される役割。（都道府県） 

○指導監督権限に係る根拠法ごとの一覧表。（都道府県、政令市） 

○本照会のとりまとめ結果。（政令市） 

○地域協議会を活用した効果的な法の趣旨の周知の事例、国の機関との連携

の強化。（中核市） 

 

 

 

 

 



内閣府の検討会に関する報告「三重県の取組について」   (Ｈ２９．１．５） 

 

作成：障がい福祉課長 西川 

 

＜三重県の取組＞ 

〇 障害者差別解消施行の平成 28 年４月までに県の相談窓口を設置し、県職

員対応要領の設置・周知を図り、県民に対する地域フォーラムや街頭啓発を

行った。 

〇 地域協議会の委員としては、意図的に、バリアフリーのまちづくりやバリ

アフリーツアーに取り組んでいる団体、警察、病院関係者に入ってもらった。 

〇 そのほか今年度は課長補佐と手分けして各市町を回り、啓発に努めた。 

市町に回ったところ、規模の小さい町だけで協議会を設置するのは困難な

ので、町合同で設置したり、鈴鹿亀山など、もともと広域の合議体がある組

織については、合議体で協議会を設置しようという話がある。 

 

＜三重県の取組に対する意見＞ 

〇 バリアフリー関係者や警察に入ってもらっていることは素晴らしい。 

〇 警察や司法関係者が入ってくれることが重要。そこが大きな分岐点にな 

る。行政だけで進めるのではなく、様々な方が一緒になって話してもらう 

ことに意義がある。 


